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   令和５年７月１４日 

（２０２３年） 

 

 

和歌山市 企業局     

  下水道部 下水道企画課長 

 

質 問 回 答 書 

 

令和５年７月１２日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。 

 

年 度     

工 事 (業 務 )番 号     

工 事 ( 業 務 ) 名        

工 事 (業 務 )場 所 

令和５年度 

第２３１９００２３号 

浸水想定区域図策定業務委託 

和歌山市内一円 

質 問 事 項  回 答 事 項  

１.特記仕様書（10）主要水路の簡易測量について 

・「現況流下能力を把握できる程度の簡易測量」と

ありますが、設計書では、４級水準測量となって

います。水路の管底高及び地盤高は、４級水準測

量の精度を要求されるとういことでよろしいでし

ょうか。 

・「下水道施設データの無い 3,226haの現有する主

要排水路約 70kmを対象」とありますが、流域面積

に対して、延長が短いと判断します。主要排水路

の場所は、和歌山市様からご提示頂くという考え

でよろしいでしょうか。 

 

２.簡易測量の成果の提出時期を、ご教示下さい。

工期が 600 日間なので、例えば、令和６年４月か

ら５月頃に測量を完了し、これを流出解析にモデ

ル化するという考えでもよろしいでしょうか。 

 

１. 

・４級水準測量の精度を求めます。 

 

 

 

 

・測量を想定している主要排水路の場所につい

ては受注後提示可能です。なお、測量対象とす

る主要排水路について契約後の協議によるも

のとします。 

 

 

２.簡易測量の成果品の提出は業務完了時で

す。簡易測量については令和５年度中の出来高

対象と想定しております。なお、出来高対象に

ついては契約後の協議によるものとします。 

 



３.測量業務共通仕様書について 

「主任技術者は、測量法に規定する測量士の資格

を有し、かつ、高度な技術と十分な実務経験を有

する者でなければならない。」と記載がございます

が、再委託の者が資格要件を満たしていれば問題

ございませんか。 

 

以上をご教示お願い致します。 

３.主任技術者については、受注者と直接的な

雇用関係にある技術者を配置して下さい。ただ

し、管理技術者は主任技術者を兼任することが

できます。 

 


